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令 和 ８ 年 ２ 月

日向市農業委員会定例総会議事録

令和８年２月２７日（金）
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令和８年２月農業委員会定例総会議事録

令和８年２月農業委員会定例総会を令和８年２月２７日（金）午後３時００分から

日向市中央公民館 第４研修室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１３名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 甲 斐 英 敎 ４番 前 川 ふ じ 子

５番 平 野 直 樹 ６番 山 本 孝 志

８番 鈴 野 淺 夫 ９番 治 田 健

１０番 松 木 親 則 １１番 山 本 恵 子

１２番 黒 木 耕 作 １３番 池 田 慶 子

１４番 新 名 浩

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（１５名）

１５番 岩 田 政 詞 １６番 黒 木 義 行

１７番 橋 口 泉 １８番 菊 田 泰 德

１９番 佐 藤 力 ２０番 田 代 百 合 子

２１番 河 野 美 紀 ２２番 黒 木 博

２３番 海 野 茂 実 ２４番 伊 東 松 実

２５番 溝 口 一 文 ２６番 黒 木 藤 市

２８番 黒 木 豊 喜 ２９番 山 口 佐知男

３０番 児 玉 克 朗

欠 席 委 員（１名）

７番 海 野 善 文

事務局出席者

事 務 局 長 寺 原 君 保 事務局長補佐 柏 田 高 宏

主 任 主 事 黒 木 信 介 主 任 主 事 井 本 彩

農業畜産課

課長補佐兼農業政策係長 海 野 靖 幸 主 事 河 野 加 奈
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日程第１ 議事録署名者の指名

５番 平 野 直 樹 ６番 山 本 孝 志

日程第２

議案第 ８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第 ９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第１０号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による農用地利用

集積等促進計画について

議案第１１号 非農地証明願いについて

議案第１２号 農地のあっせん申出について

議案第１３号 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）（案）に係る意見聴取について

報告第 ６号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

報告第 ７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第 ８号 農地改良届について

報告第 ９号 農地転用許可申請後の許可状況報告について
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長

５番

６番
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

１９番委員

議長

２１番委員

議長

２４番委員

議長

２９番委員

議長

ただ今から、令和８年日向市農業委員会２月定例総会を開会します。

日程第１ 議事録署名委員については、５番平野直樹委員、６番山本孝志

委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２ 議案審議に入ります。

最初に、議案第８号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてであ

ります。事務局から説明をお願いします。

受付番号４、土地の所在地は塩見、畑が１筆で６１㎡です。贈与による所有

権移転で、所有権移転後は露地野菜を作付けされると伺っています。

受付番号５、土地の所在地は美々津町、田が１筆で２．０９㎡です。贈与に

よる所有権移転です。以前隣接地を売買した際に申請地がもれていたというこ

とで、改めて申請されました。所有権移転後は隣接地と一体的に露地野菜を作

付けされると伺っています。

受付番号６、土地の所在地は美々津町、田が６筆で１４，０１５㎡です。売

買による所有権移転で、所有権移転後は米を栽培されると伺っています。

受付番号７、土地の所在地は東郷町八重原、田４筆、畑１筆で１，２５３㎡

です。売買による所有権移転で、所有権移転後は米及び露地野菜を作付けされ

ると伺っています。

受付番号８、土地の所在地は東郷町山陰、田が１筆で１，６４７㎡です。贈

与による所有権移転で、所有権移転後は露地野菜を作付けされると伺っていま

す。

全て農地法第３条第１項の規定による許可申請で、同法の第２項の各号には

該当いたしません。

以上５件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

番号４担当の１９番委員から補足があれば説明をお願いします。

１９番です。二人に話を伺いましたが、別に問題ありません。

次に、番号５担当の２１番委員から補足があれば説明をお願いします。

２１番です。特に問題ありません。

次に、番号７担当の２４番委員から補足があれば説明をお願いします。

２４番委員です。特に問題ありません。

次に、番号８担当の２９番委員から補足があれば説明をお願いします。

２９番委員です。別に問題ありません。

事務局及び担当委員から説明のありました本案件について、質問、ご意見等

はございませんか。

特にないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第８号については許可する
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議長

事務局

議長

２４番委員

議長

２９番委員

議長

ことに決定します。

次に、議案第９号農地法第４条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。事務局から説明をお願いします。

受付番号２、土地の所在地は東郷町八重原、畑が５筆で３４２㎡です。転用

目的は宅地です。追認とありますように、既に転用済みです。申請人にお話を

伺ったところ、昭和５０年頃に亡父が宅地とし、以来、事務所及び自宅の庭用

地として利用されていたということで顛末書も提出されています。雨水は敷地

内自然浸透及び南側道路側溝へ接続して排水しており、汚水はありません。敷

地内はコンクリート舗装されており、周辺農地とは道路で分断されているの

で、農地への影響はありません。既に転用済みであり、一般基準を満たしてお

り、第２種農地の許可基準に該当し、立地基準も満たしていると考えられま

す。

受付番号３、土地の所在地は東郷町坪谷、田が６筆で４，４８６㎡です。転

用目的は植林で議案書に追認とありますとおり、既に転用済みです。申請人に

お話しを伺ったところ、申請地は山間部の川沿いにあり、獣害が多く農地とし

て利用できる土地ではなかったため、３０年ほど前に杉を植林したとのことで

す。農地法の申請が必要なことを知らずに植林してしまったということで、始

末書も提出されています。周囲は山林化しているため、周辺農地への影響はあ

りません。また、既に転用されているため新たな資金も必要ないことから一般

基準を満たしており、第２種農地の許可基準に該当し、転用目的から代替地も

ないため、立地基準も満たしていると考えられます。

受付番号４、土地の所在地は東郷町坪谷、畑が８筆で２，００１㎡です。転

用目的は植林で議案書に追認とありますとおり、既に転用済みです。申請人に

お話しを伺ったところ、申請地は山間部にあり獣害が多く収穫が見込めず、５

０年ほど前に杉を、１０年ほど前にくぬぎを亡夫が植林してしまっていたとの

ことです。農地法の申請が必要なことを知らずに植林してしまったということ

で、始末書も提出されています。周囲は山林化しているため、周辺農地への影

響はありません。また、既に転用されているため新たな資金も必要ないことか

ら一般基準を満たしており、第２種農地の許可基準に該当し、転用目的から代

替地もないため、立地基準も満たしていると考えられます。

以上３件、皆様のご審議をお願いいたします。

番号２担当の２４番委員から補足があれば説明をお願いします。

２４番委員です。２５日に現地調査を行いました。別に問題ないと思いま

す。以上です。

次に、番号３及び番号４担当の２９番委員から補足があれば説明をお願いし

ます。

２９番委員です。２５日現地調査を行い、申請人からもお話を伺いましたが

特に問題ないと思います。

事務局及び担当委員から説明のありました本案件について、質問、ご意見等

はございませんか。特にないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手

をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第９号については承認する
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議長

事務局長

議長

事務局

議長

事務局長

議長

事務局

議長

ことに決定します。

ここで休憩します。

議案第１０号の番号８は、委員案件となっております。１４番新名浩委員

は、ご退室をお願いします。

再開します。

次に、議案第１０号農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の

規定による農用地利用集積等促進計画についての番号８についてであります。

事務局から説明をお願いします。

番号８、土地の所在地は平岩、田が１筆で１，７５１㎡です。新規での賃貸

借権の設定で、期間は令和８年４月１日から１０年で、賃料は１７，６００円

で、飼料作を作付けされると伺っています。

以上１件、皆さまのご審議をお願いします。

事務局から説明のありました本案件について、質問、ご意見等はございませ

んか。

ないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第１０号の番号８について

は承認することに決定します。

ここで休憩します。

１４番新名浩委員は、ご入室をお願いします。

再開します。

次に、番号７及び番号９から１２について事務局から説明をお願いします。

番号７、土地の所在地は美々津町、田が１筆で１，８９２㎡です。新規での

使用貸借権の設定で、期間は令和８年４月１日から５年で施設果樹を作付けさ

れると伺っています。

番号９、土地の所在地は富高、田が１筆で７２５㎡です。使用貸借権の再設

定で、期間は令和８年４月１日から１年８ヶ月です。水稲を作付けされると伺

っています。

番号１０、土地の所在地は平岩、田が１筆で１，６１１㎡です。配分のみの

設定で、期間は令和８年４月１日から８年６ヶ月、水稲を作付けされると伺っ

ています。

番号１１、土地の所在地は東郷町山陰、田が１筆で２，７２６㎡です。新規

での賃貸借権の設定で、期間は令和８年４月１日から１０年で賃料は１３，７

００円、飼料作を作付けされると伺っています。

番号１２、土地の所在地は富高、田が１筆で５９５㎡です。配分のみの設定

で、期間は令和８年４月１日から１年８ヶ月です。水稲を作付けされると伺っ

ています。

以上５件、皆さまのご審議をお願いします。

事務局から説明のありました本案件について、質問、ご意見等はございませ

んか。

特にないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手をお願いします。
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議長

事務局

議長

２９番委員

議長

事務局

議長

農地部会長

議長

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第１０号の番号７及び番号

９から１２については承認することに決定します。

次に、議案第１１号非農地証明願いについてであります。事務局から説明を

お願いします。

受付番号２、土地の所在地は東郷町坪谷、田３筆、畑１筆で１，９９８㎡で

す。申請地は山林及び原野となっており、証明内容どおり１０年以上耕作放棄

され、かつ将来的にも農地として使用することが困難な土地となっています。

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。

番号２担当の２９番委員から補足があれば説明をお願いします。

２９番委員です。２５日に現地調査を行っており、その後に申請人からもお

話を伺いましたが、特に問題ありません。

事務局及び担当委員から説明のありました本案件について、質問、ご意見等

はございませんか。

特にないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第１１号については証明書

を交付することに決定します。

次に、議案第１２号農地のあっせん申出についてであります。事務局から説

明をお願いします。

受付番号２、土地の所在地は平岩、田が４筆で４，３２８㎡です。申出人よ

り借りたいということであっせんの申出がありました。

以上１件、皆さまのご審議をお願いします。

ここで、農地部会長から報告をお願いします。

農地部会長です。総会の前に農地部会を行いました。

色々と話をしましたが、この借りたいという土地につきましては、未相続か

つ相続人も不明であり、なかなか権利者までたどりつかないということであっ

せんを見送るという形をとりたいということになりました。

それと重ねて、ご本人が無農薬野菜を作りたい、幹線道路から離れて農薬が

飛散しないような農地を探しているということで、農業委員、推進委員の皆さ

までそのような農地に心当たりがあれば申し出ていただくと良いと思います。

以上です。

事務局から説明があり、また、農地部会長から報告のありました本案件につ

いて、質問、ご意見等はございませんか。

ご意見がないようですが、農地部会長から報告のありましたとおり、今回の

あっせんには取り組むことができないということで、ご了解を願いたいと思い

ます。

最後に、議案第１３号地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画 案）に係

る意見聴取についてであります。農業畜産課から説明をお願いします。
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農業畜産課 農業畜産課海野と申します。本日はよろしくお願いいたします。

それでは、地域農業経営基盤強化促進計画、以後、「地域計画」と言います

が、地域計画の策定につきまして、説明いたします。

昨年度も地域計画の策定に伴い、皆さんにお諮りしたことから、ご存じの方

もいらっしゃるかと思いますが、地域計画の策定は、１０年後の地域農業のビ

ジョンを明確化し、適正な農地利用の確保、また、農地の集約化の推進による

生産性の向上を目的としております。

本計画は地区や地域ごとに策定しますが、昨年度末には１９地区を策定した

ところです。今回は新たに６地区の策定と３地区の計画変更を行いたいと考え

ております。

新たに策定する地区としましては、小野田地区、福瀬地区、野々崎・萩ノ小

原地区、秋留地区、財光寺地区、幸脇・飯谷地区で、変更する地区は、塩見地

区、高森山・上松葉山地区、羽坂地区の３地区となっております。

該当する地区を担当する農業委員さん、推進委員さんには事前にお話をさせ

ていただき、ある程度の意見をいただいたところであります。

今回は、その意見を踏まえたうえで、こちらで地区ごとの計画案を作成しま

した。

すべての地区を説明しますとかなりの時間を要しますので、一括で説明させ

ていただきますのでご了承ください。

変更する３地区につきましては、最後に説明いたします。

はじめに、様式５－２号についてであります。

小野田地区を例に説明します。地域における農業の将来の在り方として、区

域内の状況、地域農業の現状と課題等を各地域とも記載しております。

課題としましては、市内のどの地区におきましても、人口減少や高齢化の影

響により、農業従事者をはじめ、新規就農者などの担い手も減少している状況

であることから、地域外からの担い手の確保や関係機関等と協力・連携を行い

ながら農地等を守っていくことが重要であるといった内容を記載しておりま

す。

また、「２ 効率的かつ総合的な利用に関する目標」としましては、水稲、

ＷＣＳ、飼料作物の生産の推進や農地中間管理事業の活用、耕畜連携の推進な

どを記載しているところです。

「３ 目標を達成するためとるべき必要な措置」としましては、主に担い手

の確保や作業の省力化、農地の集積・集約などの取組等を記載しまして、

「４」で担う者一覧で担う者の氏名を表示しております。この一覧の氏名につ

きましては、個人情報等の観点から認定農業者１、利用者１などの名称とさせ

ていただいております。事前に確認していただきました農業委員さんや推進委

員さんには、氏名が記載された状態で確認していただいておりますことを申し

添えておきます。

また、「６」の目標地図につきましても別添で示しておりますので各地区と

もご確認ください。黄色い農地が認定農業者にや認定新規就農者、青色が所有

者を含む利用者、白色が今後検討という風になっておりますが、今の段階では

将来の担い手が分からない、不明であったり荒廃している農地ということにな

っております。

続きまして、今回変更する３地区の説明になりますが、変更の内容としまし

ては、３地区とも耕作地、農地の追加となります。今回追加する農地は、農振

農用地でありながら、昨年度に策定した計画に含まれていなかった、漏れてい

たことから追加するものです。

追加変更の詳細としまして、塩見地区が６名分の３６筆、高森山・上松葉山

地区が３名分の１１筆、羽坂地区が８名分の７６筆となります。

簡単に説明させていただきましたが、担い手の追加、目標地図につきまして



記 録

－１０－

議長

１４番委員

農業畜産課

６番委員

農業畜産課

議長

事務局長

は今後、必要に応じて変更や見直しを行うこととしております。その際はまた

こうして皆さまにお諮りすることとなりますので、よろしくお願いします。

また、今回策定する６地区、変更する３地区以外の地区につきましても、耕

作者や耕作地の追加や修正など、要望がある場合は農業畜産課までご相談くだ

さい。

以上で、説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

農業畜産課から説明のありました本案件について、質問、ご意見等はござい

ませんか。

１４番委員です。上松葉山の耕作者が地区外の方が多いと思いますが、変更

等をしたい場合はどうしたら良いですか。

耕作者の追加等をしたい場合は、農業畜産課にご相談いただければ対応しま

す。

６番委員です。先ほどの上松葉山の件で、資料の赤字部分はどういった意味

でしょうか。

赤字は変更した箇所を示しております。新しく追加になった耕作者や農地等

です。

ほかに質問等はないでしょうか。

ないようですので、お諮りします。賛成の委員は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第１３号については原案の

とおりとします。

以上をもちまして、議案の審議を終了します。

続きまして、報告第６号から９号までについて、事務局長から報告をお願い

します。

最初に、報告第６号農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に

ついてです。議案書３０ページから３４ページまでです。

届出件数は５件、土地は田３筆、畑７筆で面積は２，６８９．２９㎡です。

転用目的につきましては、個人住宅等であります。

次に、報告第７号農地法第１８条第６項の規定による通知についてです。議

案書別紙３５ページから３７ページまでです。

通知件数は２件、耕作者の変更に係る合意解約であり、土地は田１０筆で面

積は７，６４５㎡であります。

次に、報告第８号農地改良届についてです。議案書３８ページから４０ペー

ジまでです。

届出件数は４件、土地は田６筆、畑４筆で面積は３，５５０㎡であります。

以上、報告第６号から報告第８号について、既に事務局で届出を受理し、専

決処分していることを御報告いたします。

最後に、報告第９号農地転用許可申請後の許可状況報告についてでありま

す。議案書４１ページから４２ページまでです。

令和７年１２月の定例総会で可決した第４条申請１件について、県知事から

許可が下りていることを御報告いたします。



記 録

－１１－

事務局長

議長

以上となります。

事務局長からの報告案件について、質問、ご意見等はございませんか。

特にないようですので、報告案件を終了します。

以上を持ちまして、令和８年日向市農業委員会２月定例総会を閉会します。


